
財産管理運営規程 

［ 

制定 令和６年９月 30日 

］ 最終改定 令和６年９月 30日 

 

(目的) 

第１条 この規程は、公益社団法人におい・かおり環境協会（以下「本協会」という。）の定款第40

条に基づき、基本財産及びその他法令上の区分に基づく財産の維持管理や処分等に関する基本的

事項を定めるものである。 

 

 (管理責任者) 

第２条 理事会は、財産の適正管理を期するため、理事の中から財産管理責任者を選任し、その管

理にあたらしめる。 

２ 財産管理責任者は、財産目録に基づき、法令等に定める財産の区分に応じて当該財産を管理し

なければならない。 

 

（構成） 

第３条 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。 

一 総会において基本財産として繰り入れることを議決した財産 

二 基本財産とすることを指定して寄附された財産 

三 その他基本財産として定めた財産 

 

（維持管理） 

第４条 基本財産は、公益目的事業を行うために不可欠な財産であり、財産管理責任者は適正な維

持管理に努めなければならない。 

２ 基本財産は、財産管理台帳において、使用している事業との関連性を明確にしておかなければ

ならない。 

 

（処分等） 

第５条 基本財産は、本協会の事業遂行上やむを得ない場合に限り、その一部を処分し又は担保に

供することができる。 

２ 前項の場合には、理事会において、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過

半数の議決を得なければならない。 

 

（維持管理） 

第６条 基本財産以外の財産は、この規定に基づき、財産管理責任者が適正な維持管理、処分及び

運営に努めなければならない。 

２ 金融資産については、常に社会経済情勢を勘案し、有効適切な運用を図るものとする。 

３ 基本財産以外の財産が管理業務やその他必要な業務活動の財源に充てる運用財産である場合に

は、貸借対照表において特定資産として計上すると共に、合理的な範囲で公益目的保有財産には

しないことを財産管理台帳において明記しなければならない。 

 

（改廃）  

第７条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。 

 

附則（令和６年９月30日第２回通常理事会承認） 

改定後の規程は、令和６年９月30日より施行する。 


